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独立行政法人国立病院機構の主要な事務及び事業の改廃に関する 

勧告の方向性 

 

独立行政法人国立病院機構（以下「本法人」という。）の主要な事務及び事業については、

独立行政法人として真に担うべきものに特化し、業務運営の効率性、自律性及び質の向上

を図る観点から、国の財政支出の縮減にもつながるよう、以下の方向で見直しを行うもの

とする。 

なお、本法人傘下の143病院は、本部主導により、様々な取組を通じて経営改善を着実

に進めると同時に、他の病院では必ずしも実施されないセーフティーネット分野の医療や、

救急、周産期等の地域医療など採算性が保証されない分野の医療の提供にも取り組み、本

法人全体として掲げた目標を高い水準で達成してきた。 

今後も、以下の見直しを行うに当たっては、これまでの取組を継続するとともに、本部

が各病院に対して適切なマネジメントを行うものとする。 

 

第１ 事務及び事業の見直し 

本法人は、従来から地域医療に貢献してきたところであるが、今後は地域において医

療の提供に課題のある分野への貢献を一層進めることが求められる。 

このため、都道府県が地域の実情に応じて定める医療計画を踏まえ、各病院が持つ医

療資源を活用することにより当該計画で求められる役割を積極的に果たし、地域におけ

る課題の解決に貢献するととともに、各病院の貢献度について業務実績報告書において

明らかにするものとする。 

なお、次期中期目標等の策定に当たっては、本法人の病院の医療の質や機能を更に向

上させるために、本法人が有する臨床評価指標等を活用するものとする。 

 

第２ 業務実施体制の見直し 

本法人の給与計算、資金出納、旅費計算等の管理業務の大半は、各病院で分散して実

施されており、管理業務の一部を集約化していたブロック事務所については平成25年度

末に廃止予定となっている。 

本法人の施設数（143 病院等）や職員数（約７万人）などの規模からみて、これらの

管理業務を集約化することで業務の効率化が見込まれるため、次期中期目標期間におい
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ては、効率的な運営を図る観点から、管理業務を本部等へ集約化するなどし、法人全体

として管理部門をスリム化することについて検討するものとする。 

 

第３ 非公務員化の再検討 

本法人の職員の身分については、非公務員化することで職員の雇用形態や勤務体制が

より柔軟化され、確実な医師等の確保や病院業務に必要な人材の確保など患者に提供す

る医療の質の向上につながるメリットが数多く期待されることから、本法人の職員の非

公務員化について再検討するものとする。 

 

第４ 経営ノウハウの活用 

本法人では、各病院において実施している様々な施策により、赤字病院の減少や借入

債務の圧縮等経営改善が進んでいるが、これらの具体的な事例は本法人が運営する病院

以外の他の病院にとっても参考になるものと考えられる。 

このため、本法人はこれらの事例を通じて得た経験やノウハウを整理し、蓄積すると

ともに、厚生労働省においてもこれらを活用し、他の病院の経営改善に資するものとす

る。 

 

第５ 業務全般に関する見直し 

上記第１から第４に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。 

１ 具体的かつ定量的な目標設定 

的確な評価を実施するため、次期中期目標においては、達成すべき内容や水準等を

可能な限り具体的かつ定量的に示すとともに、定性的な目標とせざるを得ない場合で

あっても、目標の到達度について第三者が検証可能なものにするものとする。 

 

２ 内部統制の充実・強化 

内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。その際、総務省の「独立

行政法人における内部統制と評価に関する研究会」が平成22年３月に公表した報告書

（「独立行政法人における内部統制と評価について」）、及び総務省政策評価・独立行政

法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果等の意見として各

府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にするものとする。 
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 ３ 運営費交付金額算定の厳格化 

毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留

意した上で、厳格に行うものとする。 

 

４ 決算検査報告指摘事項 

「平成24年度決算検査報告」（平成25年11月７日会計検査院）の指摘も踏まえた

見直しを行うものとする。 

 

５ その他 

上記１から４のほか、既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、

着実に実施するものとする。 

 


